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○
総
務
省
告
示
第

号

危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
総
理
府
令
第
五
十
五
号
）
第
十
二
条
第
二
項
、
第
十
三
条
第
二
項

及
び
第
三
項
第
二
号
、
第
十
三
条
の
六
第
三
項
第
一
号
ニ
、
第
十
四
条
第
二
項
第
三
号
及
び
第
三
項
、
第
十
五
条
第
二

項
第
二
号
及
び
第
三
項
、
第
十
六
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
項
、
第
二
十
八
条
の
五
第
二
項
第
五
号
イ
並
び
に
第
二

十
八
条
の
二
十
八
本
文
の
規
定
に
基
づ
き
、
危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
の
細
目
を
定
め
る
告
示
（
昭
和

四
十
九
年
自
治
省
告
示
第
九
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
八
年

月

日

総
務
大
臣

林

芳
正

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以

下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

別紙４

幸多朗 鈴木
長方形
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改

正

後

改

正

前

（
製
造
所
等
の
保
安
距
離
の
特
例
に
係
る
要
件
）

（
製
造
所
等
の
保
安
距
離
の
特
例
に
係
る
要
件
）

第
二
条
の
三

規
則
第
十
二
条
第
二
項
及
び
第
十
三
条
の
六
第
三
項
第
一
号
ニ
の
告
示
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
と

第
二
条
の
三

規
則
第
十
二
条
第
二
項
の
告
示
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

お
り
と
す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

（
製
造
所
及
び
一
般
取
扱
所
の
空
地
の
特
例
に
係
る
要
件
）

（
製
造
所
及
び
一
般
取
扱
所
の
空
地
の
特
例
に
係
る
要
件
）

第
二
条
の
四

規
則
第
十
三
条
第
二
項
及
び
第
三
項
第
二
号
（
規
則
第
十
三
条
の
六
第
三
項
第
二
号
に
お
い
て
こ
れ

第
二
条
の
四

規
則
第
十
三
条
第
二
項
及
び
第
三
項
第
二
号
の
告
示
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

ら
の
規
定
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
告
示
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

（
屋
内
貯
蔵
所
の
空
地
の
特
例
に
係
る
要
件
）

（
屋
内
貯
蔵
所
の
空
地
の
特
例
に
係
る
要
件
）

第
四
条
の
二
の
二

第
二
条
の
四
各
号
の
規
定
は
、
規
則
第
十
四
条
第
二
項
第
三
号
及
び
第
三
項
（
規
則
第
十
六
条

第
四
条
の
二
の
二

第
二
条
の
四
各
号
の
規
定
は
、
規
則
第
十
四
条
第
二
項
第
三
号
及
び
第
三
項
の
告
示
で
定
め
る

の
二
の
三
第
二
項
第
一
号
及
び
第
十
六
条
の
二
の
四
第
二
項
第
二
号
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
の
例
に
よ
る
場
合

要
件
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
条
の
四
各
号
中
「
製
造
所
又
は
一
般
取
扱
所
」
と
あ
る

を
含
む
。
）
の
告
示
で
定
め
る
要
件
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
条
の
四
各
号
中
「
製
造

の
は
、
「
屋
内
貯
蔵
所
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

所
又
は
一
般
取
扱
所
」
と
あ
る
の
は
、
「
屋
内
貯
蔵
所
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所
の
空
地
の
特
例
に
係
る
要
件
）

（
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所
の
空
地
の
特
例
に
係
る
要
件
）

第
四
条
の
二
の
二
の
二

規
則
第
十
五
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
項
（
第
二
十
二
条
の
二
の
三
第
三
項
第
二
号
に

第
四
条
の
二
の
二
の
二

規
則
第
十
五
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
項
の
告
示
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
と
お
り
と

お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
告
示
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

（
屋
外
貯
蔵
所
の
空
地
の
特
例
に
係
る
要
件
）

（
屋
外
貯
蔵
所
の
空
地
の
特
例
に
係
る
要
件
）

第
四
条
の
二
の
二
の
三

規
則
第
十
六
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
項
（
第
二
十
四
条
の
十
二
第
二
項
第
二
号
に
お

第
四
条
の
二
の
二
の
三

規
則
第
十
六
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
項
の
告
示
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
と
お
り
と

い
て
こ
れ
ら
の
規
定
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
告
示
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

（
破
損
試
験
の
方
法
）

（
破
損
試
験
の
方
法
）

第
七
条

規
則
第
二
十
八
条
の
五
第
二
項
第
五
号
イ
に
規
定
す
る
破
損
試
験
の
方
法
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
方
法

第
七
条

規
則
第
二
十
八
条
の
五
第
二
項
第
五
号
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
破
損
試
験
の
方
法
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
衝
撃
力
を
配
管
に
加
え
る
方
法
と
す
る
。

る
方
法
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
衝
撃
力
を
配
管
に
与
え
る
方
法
と
す
る
。

［
一

略
］

［
一

同
上
］

二

配
管
は
、
次
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
生
ず
る
衝
撃
力
を
加
え
た
場
合
に
位
置
が
移
動
し
な
い
よ
う
に
固
定

二

配
管
は
、
次
号
の
衝
撃
力
を
加
え
た
場
合
に
位
置
が
移
動
し
な
い
よ
う
に
固
定
し
て
お
く
こ
と
。

し
て
お
く
こ
と
。

三

バ
ケ
ッ
ト
容
量
が
〇
・
六
立
方
メ
ー
ト
ル
の
機
械
ロ
ー
プ
式
バ
ッ
ク
ホ
ー
型
掘
さ
く
機
の
バ
ケ
ッ
ト
を
配
管

三

バ
ケ
ッ
ト
容
量
が
〇
・
六
立
方
メ
ー
ト
ル
の
機
械
ロ
ー
プ
式
バ
ッ
ク
ホ
ー
型
掘
さ
く
機
の
バ
ケ
ッ
ト
を
配
管

に
最
大
の
衝
撃
力
が
加
わ
る
位
置
か
ら
落
下
さ
せ
る
こ
と
。

に
最
大
の
衝
撃
力
を
与
え
る
位
置
か
ら
落
下
さ
せ
る
こ
と
。

（
耐
圧
試
験
の
方
法
）

（
耐
圧
試
験
の
方
法
）
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第
四
十
二
条

規
則
第
二
十
八
条
の
二
十
八
本
文
に
規
定
す
る
耐
圧
試
験
の
方
法
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り

第
四
十
二
条

［
同
上
］

と
す
る
。

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
規
則
第
二
十
八
条
の
五
第
二
項
第
五
号
ロ
に
該
当
す
る
配
管
に
つ
い
て
耐
圧
試

［
新
設
］

験
を
行
う
場
合
に
お
け
る
規
則
第
二
十
八
条
の
二
十
八
本
文
に
規
定
す
る
耐
圧
試
験
の
方
法
は
、
令
第
九
条
第
一

項
第
二
十
一
号
イ
の
水
圧
試
験
の
例
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。
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附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
の
翌
日
か
ら
施
行
す
る
。




